
                                       

 

「
赤
枠
速
報
№
１
」
の
裏
面
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
県
教
委
は
「
在

宅
勤
務
制
度
」
の
実
施
要
綱
を
整
え
、
複
数
の
県
立
校
で
す
で
に
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

政
府
も
在
宅
勤
務
を
推
奨
し
て
お
り
、
職
場
の
「
三
密
」
を
避
け
、
感
染
を

予
防
す
る
た
め
に
は
有
効
な
手
段
で
す
。 

 

市
町
村
立
の
学
校
か
ら
、
和
教
組
に
問
い
合
わ
せ
が
複
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
再
度
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

県
教
委
は
、
四
月
八
日
に
要
綱
を
通
知
し
た
際
に
は
、
緊
急
事
態
宣
言
が
出
て
い
る
大

阪
府
の
地
域
か
ら
通
勤
し
て
い
る
教
職
員
を
想
定
し
て
い
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
県
内
在
住
の
職
員
に
も
適
用
す
る
こ
と
を
決
め
、
県

立
校
お
よ
び
市
町
村
教
委
に
伝
え
て
い
ま
す
。 

 

県
教
委
は
、
前
述
の
「
大
阪
府
の
緊
急
事
態
宣
言
地
域
か
ら
通
勤
し
て
い
る
教
職
員
」

に
加
え
、「
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
い
る
教
職
員
」
を
原
則
在
宅
勤
務
と
し
、「
基
礎

疾
患
等
が
あ
る
教
職
員
」
は
本
人
の
希
望
に
も
と
づ
き
在
宅
勤
務
と
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
勤
務
場
所
の
密
集
状
態
の
解
消
の
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
在
宅
勤

務
を
取
り
入
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。 

現
に
今
週
か
ら
複
数
の
県
立
校
で
、
教
職
員
が
交
替
で
出
勤
す
る
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し

て
い
ま
す
。 

制
度
の
概
要
は
次
の
通
り
で
す
。 

  

①
実
施
単
位 

原
則
一
日
単
位
。
校
長
が
認
め
れ
ば
時
間
単
位
も
可
能
。 

 
 
 
 
 
 

実
施
期
間
は
、
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
校
長
が
必
要
と
認
め
る

期
間 

②
手
続
き
等 

「
在
宅
勤
務
命
令
書
」（
裏
面
）
に
記
入
。 

 
 
 
 
 
 

（
校
長
が
教
職
員
に
在
宅
勤
務
を
命
じ
る
形
に
な
り
ま
す
） 

 
 
 
 
 
 

在
宅
勤
務
終
了
後
は
「
在
宅
勤
務
実
施
報
告
書
」（
裏
面
）
を
提
出 

③
在
宅
勤
務
場
所 

自
宅 

④
勤
務
時
間
・
休
憩
時
間 

正
規
の
勤
務
時
間
・
休
憩
時
間 

  

ま
た
、
所
属
先
を
離
れ
て
勤
務
す
る
こ
と
か
ら
、
自
宅
に
「
出
張
す
る
」
形
に
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
旅
行
命
令
簿
へ
の
記
入
が
必
要
で
す
。
当
然
、
出
張
旅
費
は
出
ま
せ
ん
。 

 

小
中
学
校
で
の
実
施
は
、
服
務
監
督
権
の
あ
る
市
町
村
教
委
の
判
断
と
な
り
ま
す
。
「
密
集

状
態
を
避
け
る
」
と
い
う
主
旨
を
考
え
れ
ば
、
各
職
場
の
職
員
数
、
部
屋
の
状
況
な
ど
を
踏
ま

え
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
時
差
出
勤
や
、
勤
務
場
所
を
分
散
さ
せ
る
な
ど
他
の
方
法

も
あ
り
ま
す
。 

職
場
の
み
ん
な
で
考
え
て
、
導
入
し
た
方
が
よ
い
場
合
は
、
地
教
委
に
対
し
実
施
を
求
め
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
和
教
組
支
部
、
本
部
に
要
求
を
上
げ
て
く
だ
さ
い
。 
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全
教
職
員
に 

回
覧
し
て
く
だ
さ
い
。 


